
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号

地
力
増
進
法
施
行
令

内
閣
は
、
地
力
増
進
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
力
増
進
法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
種
類
の
土
壌
改
良
資
材
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。
た
だ
し
、
成
分
、
性
能
そ
の
他
の
品
質
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
基
準
を
定
め
た
種
類
の
も
の
に
あ
つ

て
は
、
当
該
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
を
除
く
。

一
　
泥
炭

二
　
バ
ー
ク
た
い
肥

三
　
腐
植
酸
質
資
材
（
石
炭
又
は
亜
炭
を
硝
酸
又
は
硝
酸
及
び
硫
酸
で
分
解
し
、
カ
ル
シ
ウ
ム
化
合
物
又
は
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
化
合
物
で
中
和
し
た
物
を
い
う
。
）

四
　
木
炭
（
植
物
性
の
殻
の
炭
を
含
む
。
）

五
　
け
い
そ
う
土
焼
成
粒

六
　
ゼ
オ
ラ
イ
ト

七
　
バ
ー
ミ
キ
ュ
ラ
イ
ト

八
　
パ
ー
ラ
イ
ト

九
　
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト

十
　
Ｖ
Ａ
菌
根
菌
資
材

十
一
　
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン
系
資
材
（
ア
ク
リ
ル
酸
・
メ
タ
ク
リ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
エ
チ
ル
共
重
合
物
の
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
塩
と
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン
と
の
複
合
体
を
い
う
。
）

十
二
　
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
系
資
材
（
ポ
リ
酢
酸
ビ
ニ
ル
の
一
部
を
け
ん
化
し
た
物
を
い
う
。
）

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
地
力
増
進
法
の
一
部
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
二
八
日
政
令
第
二
五
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
二
五
日
政
令
第
三
〇
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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